
４．報告事項 

 

「八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領」の改正について  

 

 

１ 改正の理由 

 

 「八代市住民自治推進団体連絡会議（以下、「会議」という。）は、こ

れまで住民自治によるまちづくりに向けての協議・検討を平成 20 年度か

ら 13 回に渡り会議を開催してきた。そして、平成 24 年春には、第 1 期

先行地域として指定された５校区で新たな住民自治組織である地域協議

会が設置され、今後も第２期先行地域から全校区において順次、地域協

議会が設立される予定となっている。 

 現在、「八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領（以下、「設置要領」

という。）」第３条に規定されている委員構成は、各校区の代表は市政協

力員・校区長が委員となっている。 

 そこで、前回の会議（第 13 回、平成 24 年８月６日開催）において、

「地域協議会が設立された校区は地域協議会の代表者が出席し、設立し

ていない校区は校区長が出席する」との意見が委員から出され、全会一

致で合意されたことから、設置要領を改正したものである。 

 

 

２ 改正の内容 

 

 設置要領第３条及び別表を改正。 

（詳細については、別添の設置要領及び新旧対照表を参照。） 

 



八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領 新旧対照表（下線部分は改正部分）及び附則 

 

現 行 改正後 

○八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領 

平成21年2月4日 

部長専決 

 

○八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領 

平成21年2月4日 

部長専決 

 

（構成） 

第３条 連絡会議は、別表に掲げる団体等の代表者

（以下「委員」という。）をもって構成する。 

 （構成） 

第３条 連絡協議会の委員（以下「委員」という。）

は、地域協議会（八代市地域協議会活動交付金交

付要綱（平成２３年八代市告示第９号。以下「要

綱」という。）第２条の規定により登録された組織

をいう。以下同じ。）の代表者及び別表に掲げる団

体の代表者をもって構成する。ただし、地域協議

会が設立されていない要綱別表第１に掲げる地区

（以下「地区」という。）及び地区を２以上に分割

した地域のいずれかの地域に地域協議会が設立さ

れていない地区にあっては、当該地区の市政協力

員の代表者も委員となるものとする。 

 

別表（第３条関係） 

八代市市政協力員・代陽校区 

八代市市政協力員・八代校区 

八代市市政協力員・太田郷校区 

八代市市政協力員・植柳校区 

八代市市政協力員・麦島校区 

八代市市政協力員・松高校区 

八代市市政協力員・八千把校区 

八代市市政協力員・高田校区 

八代市市政協力員・金剛校区 

八代市市政協力員・郡築校区 

八代市市政協力員・宮地校区 

八代市市政協力員・日奈久校区 

八代市市政協力員・昭和校区 

八代市市政協力員・二見校区 

八代市市政協力員・龍峯校区 

八代市市政協力員・坂本校区 

八代市市政協力員・千丁校区 

八代市市政協力員・鏡校区 

八代市市政協力員・東陽校区 

八代市市政協力員・泉校区 

八代地域婦人会連絡協議会 

八代市消防団 

八代市ＰＴＡ連絡協議会 

 

別表（第３条関係） 

八代地域婦人会連絡協議会 

八代市消防団 

八代市ＰＴＡ連絡協議会 

八代市老人クラブ連合会 

八代市民生委員・児童委員協議会 

八代地区福祉推進連絡協議会 

八代市体育協会 

八代市総合社会教育推進連絡協議会 

八代市ボランティア連絡協議会 

八代市男女共同参画社会づくりネットワーク 

八代市交通指導員会 

八代市文化協会 

八代市社会福祉協議会事務局 

 

 



八代市老人クラブ連合会 

八代市民生委員・児童委員協議会 

八代地区福祉推進連絡協議会 

八代市体育協会 

八代市総合社会教育推進連絡協議会 

八代市ボランティア連絡協議会 

八代市男女共同参画社会づくりネットワーク 

八代市交通指導員会 

八代市文化協会 

八代市社会福祉協議会事務局 
 

 

   附 則 

 この要領は、企画振興部長専決の日から施行する。 

   附 則（平成２３年４月１５日市民協働部長専決） 

 この要領は、市民協働部長専決の日から施行し、改正後の八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領の

規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２５年１月１７日市民協働部長専決） 

 この要領は、市民協働部長専決の日から施行する。 

 

 

 



八代市住民自治推進団体連絡会議設置要領 

 

平成 21年 2月 4日部長専決 

 

（設置） 

第１条 住民自治によるまちづくりに向けての具体的方策及び住民と行政の連携等

について、協議及び検討を行うため、八代市住民自治推進団体連絡会議（以下「連

絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。なお、

検討結果等について特に必要と認める場合は、市長等へ意見を述べることができる

ものとする。 

（１）住民自治によるまちづくり行動計画に関する事項 

（２）住民自治組織に関する事項 

（３）その他住民自治の推進に関し必要な事項 

２ 連絡会議から出された意見については、地域審議会に反映させることができるも

のとする。 

（構成） 

第３条 連絡協議会の委員（以下「委員」という。）は、地域協議会（八代市地域協

議会活動交付金交付要綱（平成２３年八代市告示第９号。以下「要綱」という。）

第２条の規定により登録された組織をいう。以下同じ。）の代表者及び別表に掲げ

る団体の代表者をもって構成する。ただし、地域協議会が設立されていない要綱別

表第１に掲げる地区（以下「地区」という。）及び地区を２以上に分割した地域の

いずれかの地域に地域協議会が設立されていない地区にあっては、当該地区の市政

協力員の代表者も委員となるものとする。 

（座長等） 

第４条 連絡会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 連絡会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ座長が招集し、そ

の議長となる。 

２ 会議は、原則として公開するものとする。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見

等を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、市民協働部市民活動支援課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が

別に定める。 

附  則 



この要領は、企画振興部長専決の日から施行する。 

   附  則（平成２３年４月１５日市民協働部長専決） 

 この要領は、市民協働部長専決の日から施行し、改正後の八代市住民自治推進団体

連絡会議設置要領の規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

附  則（平成２５年１月１７日市民協働部長専決） 

この要領は、市民協働部長専決の日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

八代地域婦人会連絡協議会 

八代市消防団 

八代市ＰＴＡ連絡協議会 

八代市老人クラブ連合会 

八代市民生委員・児童委員協議会 

八代地区福祉推進連絡協議会 

八代市体育協会 

八代市総合社会教育推進連絡協議会 

八代市ボランティア連絡協議会 

八代市男女共同参画社会づくりネットワーク 

八代市交通指導員会 

八代市文化協会 

八代市社会福祉協議会事務局 

 


